
 

千葉市立学校臨時的任用職員の勤務条件等に関する要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の職員のうち、常時勤務する職員で

あって臨時的に任用された職員の勤務条件等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定 義） 

第２条 この要綱において「臨時的任用職員」とは、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の職

員のうち、常時勤務する職員であって次の各号に掲げる規定により任用されたものをいう。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」という。）第２２条第２項の規定に

より臨時的に任用された職員 

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育休法」という。）第

６条第１項第２号の規定により臨時的に任用  された職員 

(3) 千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年千葉市条例４号。以下「配同休条例」と

いう。）第８条の２第１項第２号の規定により臨時的に任用された職員 

(4) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和３０年法律第１２５号。以下

「産代法」という。）第３条第１項の規定により臨時的に任用された職員 

２ この要綱において「産休職員」とは、千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成 7年千葉

市規則第 20号）第１１条及び別表第２第５項に規定する特別休暇（以下「産休」という。）をしてい

る職員をいう。 

３ この要綱において「育休職員」とは、育休法第２条の規定による育児休業の承認を受けた職員をい

う。 

４ この要綱において「配偶者同行休業職員」とは、配同休条例第２条    の規定による配偶者同

行休業の承認を受けた職員をいう。 

 

 （任用の要件） 

第３条 この要綱に基づく職員は、臨時的任用職員の配置換え等によって産休職員、育休職員、配偶者

同行休業職員又は欠員（職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３号）第２６条

に規定する場合をいう。）等に係る業務を処理することが困難であると教育長が認める場合に任用で

きるものとする。 

 

 （任用の方針） 

第４条 臨時的任用職員の任用に際しては、広く人材を求めるように努めなければならない。 

 

 （臨時的任用職員の要件） 

第５条 臨時的任用職員は、次の要件のいずれも満たしている者の中から任用するものとする。 

(1) 地公法第１６条の規定に該当していないこと。 

(2) 職務遂行に必要な心身の状態にあること。 

(3) 職務に必要な資格、免許又は知識経験を有していること。 

  



 

（臨時的任用職員の選考） 

第６条 臨時的任用職員は、選考により任用する。 

２ 前項に規定する選考は、経歴評定及び面接試験により実施する。 

 

 （任用の方法） 

第７条 臨時的任用職員の任用は、教育長が決裁するものとする。 

２ 臨時的任用職員の任用は、辞令を交付して行う。 

３ 校長又は給食センター所長（千葉市教育委員会組織規則（昭和４５年千葉市教育委員会規則第４号）

第３７条に規定する学校給食センターの所長をいう。）は、前項の規定により辞令を交付する際に、

勤務条件を明示するものとする。 

 

 （任期） 

第８条 臨時的任用職員の任期は、４月１日から翌年３月３１日までの間で、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲で教育長が必要と認める期間とする。 

(1) 第２条第１項第１号に掲げる職員  ６月 

(2) 第２条第１項第２号に掲げる職員  １年（育休法第２条第２項又は第３条第１項の規定による

請求が承認された期間に限る。） 

(3) 第２条第１項第３号に掲げる職員  １年（配同休条例第２条又は第６条第１項 の規定による

申請が承認された期間に限る。） 

(4) 第２条第１項第４号に掲げる職員  産休職員の産休の期間内において必要と認める期間。ただ

し、産休職員の出産予定日と出産日が異なったため、当該産休職員の産休終了日が訂正されたこと

に伴い任期の変更が必要と認められる場合は、訂正後の産休終了日を任期の終了日とする。 

 

 （更 新） 

第９条 教育長は、第２条第１項第１号に掲げる臨時的任用職員の任期満了の際必要があると認めると

きは、１回に限り任用を更新することができる。この場合において、更新による任期は、４月１日か

ら翌年３月３１日までの間で、６月を超えない範囲で教育長が必要と認める期間とする。 

２ 教育長は、第２条第１項第２号に掲げる臨時的任用職員の任期（更新による任期を含む。）満了の

際必要があると認めるときは、任用を更新することができる。この場合において、更新による任期は、

４月１日から翌年３月３１日までの間で、育休法第２条第２項又は第３条第１項の規定による請求が

承認された期間を超えない範囲で教育長が必要と認める期間とする。 

３ 教育長は、第２条第１項第３号に掲げる臨時的任用職員の任期（更新による任期を含む。）満了の

際必要があると認めるときは、任用を更新することができる。この場合において、更新による任期  

は、４月１日から翌年３月３１日までの間で、配同休条例第２条又は第６条第１項の規定による請求

が承認された期間を超えない範囲で教育長が必要と認める期間とする。 

４ 教育長は、第２条第１項第４号に掲げる臨時的任用職員の任期（更新による任期を含む。）満了の

際必要があると認めるときは、任用を更新することができる。この場合において、更新による任期  

は、４月１日から翌年３月３１日までの間で、産休職員の産休期間を超えない範囲で教育長が必要と

認める期間とする。 

５ 第７条第１項及び第２項の規定は、更新による任用について準用する。 



 

 

 （勤務時間及び休憩時間） 

第 10 条 臨時的任用職員の勤務時間及び休憩時間は、勤務する学校又は給食センター（千葉市学校給

食センター設置管理条例（昭和４２年千葉市条例第３７号）に規定する給食センターをいう。）に勤

務する職員であって任期の定めのない常勤職員（以下「正規職員」という。）の例による。 

 

 （給与・旅費） 

第 11 条 臨時的任用職員の給与については千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第

３６号。以下「給与条例」という。）の規定の適用があるものとし、旅費については千葉市職員の旅

費等に関する条例（平成２年千葉市条例第３１号）の規定の適用があるものとする。 

 

 （給与を減額する休暇） 

第 12 条 給与条例第１４条第３項に規定する任命権者が別に定める休暇は、臨時的任用職員にあって

は、第１５条に規定する特別休暇のうち女子職員の分べんを事由とする休暇とする。 

 

（退職手当） 

第 13 条 臨時的任用職員の退職手当については、千葉市職員退職手当支給条例（昭和２４年千葉市条

例第５号）の規定の適用があるものとする。 

 

（休暇） 

第 14 条  臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とす

る。 

 

（年次有給休暇） 

第 15 条 年次有給休暇は、任用された日又は更新された日に当該年度に付与するものとし、別表に掲

げる任用予定期間の区分に応じた日数を付与する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該

各号に掲げる日数を、当該任用又は更新された年度に付与する。 

(1)当月に任用されている場合であって、当月内の途中で再度任用又は更新されたときは、翌月の初

日から任用予定期間の末日までの期間を任用予定期間とみなし、別表に掲げる任用予定期間の区分

に応じた日数を、付与する。 

(2) 前号に掲げる場合において、当該年度に付与する日数の合計日数が、20 日を超えるときは、20

日から当該年度に付与した日数の合計日数を減じた日数を、付与する。 

２ 年次有給休暇は、１日、半日又は１時間（特に必要があると認める場合にあっては、１時間未満の

時間。次条において同じ。）を単位として与えるものとする。 

３ 年次有給休暇は、1の年度における年次有給休暇の 20日を超えない範囲内の残日数を、付与された

当該年度の翌年度に繰り越すことができる。ただし、任期満了後、再度任用されるまでに２月を経過

した場合は、この限りではない。 

４ 千葉市立学校任期付職員の勤務条件等に関する要綱の規定により付与された年次有給休暇は、前２

項の規定により付与された年次有給休暇とみなす。 

５ （会計年度の勤務時間休暇規則）により付与された年次有給休暇は、第 1項及び第２項の規定によ



 

り付与された年次有給休暇とみなす。 

 

（病気休暇） 

第 16 条 病気休暇は、臨時的任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる場合に、医師等の証明に基づき、１年度につき７日の範囲内で最小限

度必要と認める日数の病気休暇を与えるものとする。 

２ 前項の場合において、任期が満了した後当該年度内に再度任用された場合の病気休暇は、前の任期  

の残日数とする。 

３ 第１項の場合において、年度を超えて病気休暇を与えるときは、当該病気休暇として与える引き続

く日数が上限日数を超えないようにしなければならない。 

４ 病気休暇は、１日、半日又は１時間を単位として与えるものとする。 

 

（特別休暇） 

第 17条 臨時的任用職員の特別休暇は、正規職員の例による。 

 

（介護休暇） 

第 18条 臨時的任用職員の介護休暇は、正規職員の例による。 

 

 （介護時間） 

第 19条 臨時的任用職員の介護時間は、正規職員の例による。 

 

（部分休業等） 

第 20条 臨時的任用職員は、部分休業等（地方公務員の育児休業等に関する法律(平成３年法律第１１

０号)第１９条第１項に規定する部分休業及び千葉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年千葉

市条例第２号）第２０条第１項に規定する部分休業等をいう。以下同じ。)を請求することができる。 

２ 前項に規定する部分休業等は、正規職員の例による。 

 

 （休暇等以外の服務等の取扱い） 

第 21条 第 14条から前条までに規定する休暇等以外の服務等の取扱いについては正規職員の例による。

ただし、任用の趣旨・目的などにより、正規職員の例により難い場合はこの限りではない。 

 

 （社会保険等への加入） 

第 22 条 臨時的任用職員の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険への加入は、地方公務員等共済組合

法（昭和３７年法律第１５２号）並びに雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び千葉市職員退

職手当支給条例（昭和２４年千葉市条例第５号）に定めるところによる。 

 

 （公務災害等） 

第 23 条 臨時的任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）に定めるところにより行うものとする。 

 



 

 （退職） 

第 24条 臨時的任用職員は、任期の満了により退職する。この場合において、退職の通知は行わない。 

２ 教育長は、任期中であっても、次の各号に掲げる事由が生じたときは、任期満了前に臨時的任用職

員を退職させることができるものとする。 

（１）本人からの退職の申出があったとき。 

（２）非行その他職員としてふさわしくない行為があったとき。 

（３）心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障があるとき。 

（４）臨時的任用を必要とする事由が消滅したとき。 

３ 前項第２号から第４号までの規定により臨時的任用職員を退職させようとするときは、労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第２０条の規定の適用があるものとする。 

４ 臨時的任用職員を第２項第２号から第４号までの規定により退職させようとするときは、事由を明

記した辞令を交付するものとする。 

 

（採用の年齢制限） 

第 25 条 教育長は、臨時的任用職員を任用しようとする当該年度の４月１日の前日において満６０歳

に達している者（教育職給料表の適用を受ける者を除く。）を新たに臨時的任用職員として任用し、

又は任用の更新をしてはならない。 

 

 （補 則） 

第 26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

附則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度において、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年千葉県条例第１号。以下

この項において「県勤務時間条例」という。）の適用を受けていた臨時的任用職員であって、この要

綱の施行日以後、千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年千葉市条例第８号。以下

この項において「市勤務時間条例」という。）の適用を受けることとなったもののうち任用の事情等

を考慮して部内の他の職員との権衡上必要があると認められるもの（以下「移譲職員」という。）が、

移譲日前に県勤務時間条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、市勤務時間条例等に

これに相当する規定がある場合には、同条例等の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為と

みなす。 

３ 移譲職員については、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和３９年千葉県人事委員会規

則第１３号。以下この項において「県規則」という。）第６条に規定する在職期間を、千葉市職員の

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和４９年千葉市規則第６６号。以下この項において「市

規則」という。）第６条に規定する在職期間とみなし、県規則第１２条に規定する勤務期間を市規則

第１２条に規定する勤務期間とみなす。 

 

附則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



 

 

附則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 別表 

 任用予定期間　　
年次有給休暇

の日数
任用予定期間

年次有給休暇
の日数

１月以下　　　　　 ２日 　６月を超え　７月以下     １２日    

１月を超え２月以下      ３日     　７月を超え　８月以下     １３日    

２月を超え３月以下      ５日     　８月を超え　９月以下     １５日    

３月を超え４月以下      ７日     　９月を超え１０月以下     １７日    

４月を超え５月以下      ８日     １０月を超え１１月以下     １８日    

５月を超え６月以下    １０日    １１月を超え　１年以下     ２０日    


